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１１１１ ゴルフ場利用税ゴルフ場利用税ゴルフ場利用税ゴルフ場利用税 軽減制度の導入検討について軽減制度の導入検討について軽減制度の導入検討について軽減制度の導入検討について既存制度の見直し－法人県民税法人税割の適用期間の延長既存制度の見直し－法人県民税法人税割の適用期間の延長既存制度の見直し－法人県民税法人税割の適用期間の延長既存制度の見直し－法人県民税法人税割の適用期間の延長

社会福祉の増進又は医療の向上を図る施設の整備等に要する経費の財源に充てるため、令和3年3

月31日までの間に終了する事業年度まで、法人県民税の法人税割の税率を特例税率としていることか

ら、その延長について検討を行う。

法人県民税法人税割の概要法人県民税法人税割の概要法人県民税法人税割の概要法人県民税法人税割の概要

項目 内容

納税義務者 県内に事務所等を有する法人等

税率

法人税額の１．８％ （中小法人等は１．０％（標準税率））

※R1.10.1以後に開始する事業年度

【中小法人等】

次の法人のいずれかで、かつ法人税額又は個別帰属法人税割が年１，０００

万円以下の法人

① 資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人

② 資本又は出資を有しない法人

③ 県税条例第２４条第４項において法人とみなされる法人

適用期間 平成２８年４月１日から令和３年３月３１日までの間に終了する各事業年度分

税収による使途

標準税率を超える部分（特例分：０．８％）による税収は、「社会福祉施設等整

備基金条例」により基金に積み立て、使途事業に充当

税収（特例分） 約４２６百万円（平成30年度決算ベース）



30,81630,81630,81630,816
3,1663,1663,1663,166

28,35828,35828,35828,358
2,9182,9182,9182,918

35,53435,53435,53435,534

2,2582,2582,2582,258 12,80512,80512,80512,805 2,1722,1722,1722,172 13,94413,94413,94413,944
1,7441,7441,7441,744

13,34413,34413,34413,344
2,1302,1302,1302,13000005,0005,0005,0005,00010,00010,00010,00010,00015,00015,00015,00015,00020,00020,00020,00020,00025,00025,00025,00025,00030,00030,00030,00030,00035,00035,00035,00035,00040,00040,00040,00040,000(百万円)(百万円)(百万円)(百万円)

H3～7H3～7H3～7H3～7 H8～12H8～12H8～12H8～12 H13～17H13～17H13～17H13～17 H18～22H18～22H18～22H18～22 H23～27H23～27H23～27H23～27 H28～R2H28～R2H28～R2H28～R2

事業費総額事業費総額事業費総額事業費総額特例分税収特例分税収特例分税収特例分税収

１１１１ 制度の趣旨・経緯制度の趣旨・経緯制度の趣旨・経緯制度の趣旨・経緯

２２２２ 事業費と税収の推移事業費と税収の推移事業費と税収の推移事業費と税収の推移

・ 社会福祉の増進又は医療の向上を図る施設の整備等に要する経費の財源に充てるため、法人県民税（法人税割）について

昭和５１年から条例による特例制度の適用を実施し、社会福祉施設整備基金に積み立てて活用しているところ。

・ 令和２年度末で条例の適用期限が到来するため、次年度以降の特例制度の適用について検討することが必要。

平成２８年度～R２年度①心身障害者福祉施設②老人福祉施設③県立医科大学附属病院の整備事業に活用
※R１年度以降の事業費及び特例分税収については見込額 3

障害者福祉施設数

H27 1,902 ⇒⇒⇒⇒ H30 2,218

老人福祉施設数

H27 148 ⇒⇒⇒⇒ H30 158

法人県民税の特例制度について法人県民税の特例制度について法人県民税の特例制度について法人県民税の特例制度について

（数値は精査中）

適用期間 S61～H２ H３～H7 H８～H12 H13～H17 H18～H22目 的 社会福祉施設の整備対象 資本金額等が１億円を超える法人　または 資本金額等資本金額等資本金額等資本金額等がががが１１１１億円億円億円億円をををを超超超超えるえるえるえる法人　または法人 法人税額400万円を超える法人 法人税額法人税額法人税額法人税額1111,,,,000000000000万円万円万円万円をををを超超超超えるえるえるえる法人6.0% 5.8% 　（中小法人等5.0％） （中小法人等5.0％） R1.10～ 1.8％特例分特例分特例分特例分1111....0000％％％％ 特例分特例分特例分特例分0000....8888％％％％ （中小法人等1.0％）特例分特例分特例分特例分0000....8888％％％％
H23～H27社会福祉の増進及び医療の向上を図る施設の整備 H28～R2同左

税 率 （中小法人等3.2％）特例分特例分特例分特例分0000....8888％％％％H26.10～ 4.0％現行の基準は２３年を経過し、対象法人にとっても定着
法人県民税法人税割の税率引下げに併せて、地方法人税（国税）を創設 法人県民税法人税割の税率引下げに併せて、地方法人税（国税）の税率引上げ

３３３３ 事業実績事業実績事業実績事業実績



※ （ ）は調査時点（R1.8月）の税率

税率や対象法人等の適用条件を変更する予定の都道府県はない見込み。（R２年度末で適用期間が終了するのは12県）

（１） 全国の動向

（２） 他府県の実施目的
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法人県民税特例制度の適用条件法人県民税特例制度の適用条件法人県民税特例制度の適用条件法人県民税特例制度の適用条件

奈良県と同様の実施目的（社会福祉等）であるのは２７県

R1.8 広島県照会
奈良県と全く同じ適用条件であるのは３３県他府県の

適用条件 その他 その他※３億・２千万円 ２千万円・４千万円等
2 44 43 1 2 38 3 5

（静岡県を除く全都道府県が特例制度を適用）
税率 対象法人

2.0%

(4.2%)※ 1.8%

(4%)※ 資本金の額等 法人税額

１億円超 ２億円超 1千万円超

１５百万・１６百万円超
都道府県 超過課税の実施目的（使途） 都道府県 超過課税の実施目的（使途）北海道 教育施設の整備拡充 ～ R3.7.31 滋賀県 財源確保（使途の制限なし） ～ R3.1.31青森県 社会福祉施策の充実 ～ R3.3.31 京都府 産業の振興と社会基盤の整備 ～ R3.3.31岩手県 県の産業の振興に関する施策等 ～ R3.1.31 大阪府 道路網などの都市基盤整備や防災対策の充実といった大都市圏特有の緊急かつ膨大な財政需要に対処 ～ R2.10.31宮城県 少子・高齢化社会対策 ～ R3.4.30 兵庫県 勤労者の能力向上と労働環境の整備への支援，子育てと仕事の両立支援，子育て世帯への支援 ～ R6.10.1秋田県 社会福祉施設の整備及び医療の充実 ～ R3.3.31 奈良県 社会福祉の増進または医療の向上を図る施設の整備等 ～ R3.3.31山形県 少子高齢化に対応する福祉・医療の充実や，次代を担う人材を育成する教育の充実 ～ R4.1.31 和歌山県 福祉対策等基金に積み立て，県独自の福祉医療費等 ～ R3.3.31福島県 商工業の振興，社会福祉の充実・次世代育成の支援及び教育・文化の振興 ～ R4.1.31 鳥取県 産業振興の財源 ～ R3.3.31茨城県 産業，教育，福祉，医療等の重要施策 ～ R3.1.31 島根県 自主財源を確保 ～ R4.3.31栃木県 教育環境の充実整備，県民文化・スポーツの振興，安全・安心の確保，少子高齢社会における保健・医療・福祉サービスの充実及び産業の振興 ～ R3.4.30 岡山県 教育の再生，産業の振興及び安心で豊かさが実感できる地域の創造 ～ R3.3.31群馬県 県民の安心・安全な暮らしを実現するための本県独自の施策 ～ R3.4.30 広島県 大規模社会福祉施設（大規模な社会福祉施設，医療施設，保健休養施設など）の建設に要する経費の財源 ～ R2.3.31埼玉県 雇用・中小企業対策，教育の充実，環境対策等 ～ R3.1.31 山口県 社会福祉施設及び教育・文化・スポーツ施設の整備拡充 ～ R3.1.31千葉県 都市基盤・防災及び福祉・医療施設の整備等 ～ R2.10.31 徳島県 交通ネットワーク整備，産業活性化及び大規模災害対策 ～ R3.3.31東京都 大都市特有の膨大な財政需要に対応 ～ R2.9.30 香川県 社会福祉の充実，教育の振興，地域産業の振興 ～ R3.3.31神奈川県 「災害に強い県土づくりの推進」及び「東京オリンピック・パラリンピックに向けた幹線道路の整備」 ～ R2.10.31 愛媛県 保健医療の充実，社会福祉の充実 ～ R5.3.31新潟県 福祉施設及び社会文化施設の建設 ～ R4.3.31 高知県 主要な施策の推進（産業振興，南海地震対策，健康・福祉の向上，教育・文化の振興，インフラ整備） ～ R4.8.31富山県 社会福祉の充実，教育・スポーツの振興等 ～ R7.3.31 福岡県 社会福祉の充実及び教育の振興 ～ R4.1.31石川県 競争力のある元気な産業づくり、交流が盛んな特色ある地域づくり等 ～ R3.1.31 佐賀県 本県の厳しい財政状況を踏まえ，超過課税を実施 ～ R4.3.31福井県 産業振興，教育施設等の整備 ～ R3.4.30 長崎県 総合交通体系及び文化・スポーツ施設等の都市基盤の整備充実 ～ R4.12.31山梨県 社会保険の充実及び教育文化の振興 ～ R3.3.31 熊本県 少子・高齢者対策の充実，中小企業の振興，低炭素社会の・循環型社会形成の推進 ～ R3.9.30長野県 中小企業の振興，産業人材の育成・確保及び産業基盤の整備 ～ R3.10.31 大分県 産業の活性化，交通ネットワークの整備及び教育・人づくりの充実を図るため ～ R3.3.31岐阜県 少子化対策の推進及び社会福祉の充実並びに教育の振興 ～ R3.1.31 宮崎県 社会保障関係費や公共施設等の老朽化対策 ～ R3.1.31愛知県 教育・文化施設，社会福祉施設，勤労者福祉施設，中小企業対策施設の整備維持 ～ R2.8.31 鹿児島県 高齢者福祉の充実，幹線交通体系の整備，災害に強い県土づくりなどの各種施策の推進 ～ R3.3.31三重県 三重県福祉基金，三重県子ども基金，三重県中小企業振興基金，三重県体育スポーツ振興基金及び三重県環境保全基金の財源 ～ R2.12.31 沖縄県 観光の振興，社会福祉の充実及び中小企業の育成 ～ R2.5.31

適用期間 適用期間
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（３）自動車税身体障害者等減免（３）自動車税身体障害者等減免（３）自動車税身体障害者等減免（３）自動車税身体障害者等減免

前回の答申前回の答申前回の答申前回の答申
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（３）自動車税身体障害者等減免（３）自動車税身体障害者等減免（３）自動車税身体障害者等減免（３）自動車税身体障害者等減免

「法人県民税超過課税について（答申）「法人県民税超過課税について（答申）「法人県民税超過課税について（答申）「法人県民税超過課税について（答申） 」を踏まえた見直しに向けての論点整理」を踏まえた見直しに向けての論点整理」を踏まえた見直しに向けての論点整理」を踏まえた見直しに向けての論点整理

奈良県が今後も医療、福祉について充実を図っていくのであれば、直接的な利益を享受する奈良県民に対して広く負

担を求めていくべきという視点にたった考えにも留意する必要がある。

法人の利益に担税カを見出し超過課税を行うのであれば、負担している法人に対しての合理的な説明が必要であるこ

とから、使途事業として、法人において勤務する労働者にとり、より働きやすい環境を整えるという観点に立脚し、それ

らの環境づくりに資する、保育や修学前教育等の児童福祉施設、あるいは介護等に係る老人福祉施設等のさらなる充

実を検討することが適当である。

論点１論点１論点１論点１

使途事業の事業効果と受益と負担のあり方使途事業の事業効果と受益と負担のあり方使途事業の事業効果と受益と負担のあり方使途事業の事業効果と受益と負担のあり方

論点２論点２論点２論点２

論点３論点３論点３論点３

地方法人課税改正後の超過課税制度のあり方地方法人課税改正後の超過課税制度のあり方地方法人課税改正後の超過課税制度のあり方地方法人課税改正後の超過課税制度のあり方

課税期間途中での妥当性や有効性の評価の仕組み課税期間途中での妥当性や有効性の評価の仕組み課税期間途中での妥当性や有効性の評価の仕組み課税期間途中での妥当性や有効性の評価の仕組み

検討 ・現行の使途事業の実施による事業効果及び負担者である法人の受益

・法人の勤務環境づくりに資するための使途事業の充実

・個人への追加負担の必要性・可能性

検討 ・地方法人課税改正の趣旨

・改正による法人の税負担及び県収入への影響

→ 前回の見直しに際しては、その検討を見直し期限を迎える年度に開始したが、答申を踏まえて、今回は期限の

前年度から検討を開始している。

国で行われている地方法人課税改革の動向にも注視しつつ、この超過課税制度のあり方の検討についても、今後の

課題として提起しておく。

税率や使途事業については、課税期間途中であっても妥当性や有効性を評価し、その上で見直し等ができるような

仕組みについても併せて検討することが適当である。



法人県民税の特例制度の見直しのスケジュール
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➢法人県民税の特例制度の課税期間が令和２年度で終了するため、その見直しに係る税制調査会の答申に向け本

年12月より検討を開始する。

（県）森林環境税（県）森林環境税（県）森林環境税（県）森林環境税第３期第３期第３期第３期
森林環境譲与税森林環境譲与税森林環境譲与税森林環境譲与税

（県）森林環境税（県）森林環境税（県）森林環境税（県）森林環境税第４期第４期第４期第４期
（国）森林環境税（国）森林環境税（国）森林環境税（国）森林環境税

H３０３０３０３０ R１１１１ R２２２２ R３３３３ R４４４４ R５５５５ R６６６６ R７７７７

・・・個人：５００円／年法人：県民税均等割額の５％相当額
・・・個人：１，０００円／年期間延長の条例改正必要

県制度国制度
8月 11月 12月 諮問諮問諮問諮問 答申答申答申答申
● ● ●● ●●

税制調査会
県民アンケート

森

林

環

境

税

法人県民税 法人県民税法人県民税法人県民税法人県民税 特例制度特例制度特例制度特例制度
法人県民税法人県民税法人県民税法人県民税 特例制度特例制度特例制度特例制度

特例制度

実施 最終とりまとめ
11～12月 3月

●●●中間とりまとめ
12月

・・・法人県民税法人税割額の
0.8％期間延長の条例改正必要


